
平成２２年４月１日に「沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」が施行され、
県立青少年教育施設は名称を統一（青年の家、少年自然の家→青少年の家）されました。
また、平成２４年４月までの間に、段階的に指定管理者制度を導入いたします。


